
（№38）

令和５年９月１２日

地 域 安 全 情 報
（犯罪の起きにくい社会づくりのために）

発信者：宮崎県警察本部生活安全少年課
（代）0985-31-0110

犯罪実行者募集の実態
～少年を｢使い捨て｣にする｢闇バイト｣の現実～

たった一度でも｢闇バイト｣に手を染めてしまうと最後には必ず警察に検挙さ
れます。なぜなら、犯行グループは入手した個人情報を基に執拗な脅迫を行い、
グループから抜け出せない少年を警察に逮捕されるまで使い続けるからです。
ＳＮＳが特に少年にとってコミュニケーションツールとして欠かせない現在、

｢闇バイト｣募集がＳＮＳ上で行われる限り、その危険性は身近に存在します。
県民の皆さまへ、家族内・地域内で「闇バイト」募集の特徴等を話題として

共有することで、身近な中から犯罪者が生まれないようお願いします。

★全国の検挙事例等から確認できた犯罪実行者の募集の特徴等★
１ 犯行グループの手口
(1) 募集広告の内容 ※上手い話には裏があります※
・ 他の業務では考えられないような高額な報酬を提示

・ 業務内容が不明確、資格や経験が不問
(2) 募集文言 ※要注意ワードです※

・「高額収入」・「高額バイト」・「安全に稼げます」・「犯罪ではありません」
・「１件10万～、２件いけたら20万」・「学生可能」・「初心者大歓迎」・「国対応」

・「保証金なし」・「営業で地方へ出張する仕事」・「リスク無し」・「詳しくはDM」
・「ホワイト案件」・「高校生でもいける」・「誰にでもできる簡単な仕事」など

(3) 要求する身分証明書 ※一度送ってしまうと取り返しがつきません※
・「学生証」・「運転免許証」・「マイナンバーカード」・「住民票」など

２ 犯行グループが使用するコンタクトツール ※危険はどこに潜んで
募集に使われることが確認されているツール いるかわかりません※

(1) ＳＮＳ～【Twitter】、【Instagram】、【Facebook】、【iMessage】
(2) コミュニティサイト・掲示板～【爆サイ】、【ジモティー】
(3) やりとりに使われることが確認されているツール

～【Telegram】、【Signal】、【WeChat】、【DingTalk】
(4) その他～自宅ポストに投函された求人チラシ、

求人情報サイト（情報冊子）

【闇バイト】の危険性についての動画を配信中です！ ここ⇒


